カスタマーハラスメント対応マニュアル
（ケアヴィラ伊丹/宝塚：老健・通所・短期入所・訪問部門）

1. 目的
本マニュアルは、利用者およびその家族等からの暴言・暴力・過度な要求・威迫行為等に対し、職員の安全と尊厳を守りつつ、適切かつ公平に対応するための手順を定めることを目的とする。

2. 定義
カスタマーハラスメント（以下「カスハラ」）とは、利用者・家族等が、その立場を利用して不当・不適切な言動を繰り返すことにより、職員または他の利用者に身体的・精神的被害を与える行為をいう。

（1） 対象となる行為例
	区分
	主な行為例

	暴言
	侮辱・罵倒・人格否定発言、怒鳴り声、脅迫的言動

	暴力
	叩く・蹴る・物を投げる・威嚇的接近・物損

	威迫・過度要求
	実現不能な要求、長時間拘束、業務妨害

	セクシュアルハラスメント
	性的発言・身体接触・性的冗談

	差別・偏見
	国籍・性別・障害等に基づく差別発言

	他利用者への暴言
	利用者同士のトラブル・誹謗中傷・排除言動


	
3. 基本原則
安全確保最優先（職員・他利用者を含む）
単独対応禁止・複数対応原則
記録・報告の徹底（逐語・時系列・客観的）
段階的対応（警告 → 制限 → 解除）
再発防止と職員保護（メンタルケア含む）

4. 対応ステップ
STEP1　初期対応
危険行為が発生した場合は即時退避・110番通報をためらわない
複数職員で対応し、直接的な説得・反論は避ける
「本日はお話を伺えません」「安全確保のため場所を移します」と冷静に伝える
同日中に「カスタマーハラスメント対応報告書」に記録
STEP2　記録・報告・共有
施設長・看護/介護リーダーに速やかに報告
職員の受傷がある場合：産業医・法人本部へ報告
関係機関（包括支援センター・ケアマネ等）へ共有
STEP3　警告・是正指導
施設長名で「口頭注意→警告文書」を発行
内容：具体的行為・禁止事項・再発時の措置（面会制限・退所検討）
医学的要因（認知症・せん妄等）がある場合は主治医・精神科医と協議しケア調整
STEP4　制限措置
面会制限・時間指定・窓口一本化・職員同席制などを文書通知
他利用者への暴言が続く場合、居室変更や一時的隔離対応を実施
改善が見られない場合、「行動契約書」締結を提案
STEP5　契約解除・退所対応
暴力・器物損壊・生命の危険を伴う場合は、警察・行政・家族・包括と協議の上、「正当な理由による契約解除」**を実施（記録必須）
代替施設への橋渡しを誠実に実施

5. 利用者間トラブル対応
1 暴言・威嚇等が発生した場合、即時介入し隔離対応
2 両者の事実関係を確認（目撃者・記録）
3 原因が認知症・疾患による場合は医師の判断を仰ぎ、環境調整
4 被害者への謝罪・説明を行い、安心の確保を最優先
5 繰り返す場合は個室化・他フロア移動・利用継続可否を検討

6. 職員保護
心理的ケア：面談・産業医面接を希望制で実施
加害行為を受けた職員の再配置を柔軟に検討
法人本部・弁護士が対応支援する

7. 定期訓練・再発防止
年1回以上のカスハラ対応訓練（ロールプレイ）実施
事例検証と改善策を職員会議で共有
法人全体でハラスメント委員会が統括
以上


